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社会的排除に取り組む「協同の教青Jの構造

鈴木敏正

社会的排除の問題構造

われわれは， 1997年度から 99年度にかけて文部省科学研究費にもとづく国際協同調査研究(，日

英周辺地域における地域社会発展と成人教育訓練の役割J)を実施し，その成果を「社会的排除と『協

同の教育.!J (北海道大学高等教育機能開発総合センタ_W生涯学習研究生存報』第7号， 2000年3月，

以下，報告審」と盟各)として報告した。本稿は，この報告で不十分であった部分を一部補いつつ，

上記調査研究の成巣を総括するために必要な問題提起をしようとするものである o

われわれは， 1990年代を覆ったグロ…パリゼ…ションという動向の中で「社会的排除」の開題を

考えるところから出発した。その前提としては，地球的規模での，そして圏家的・地方的なレベル

での地域的・階層的格差が社会的に容認できないようなまでに拡大じたという寝解がある。それは，

格笈拡大の深刻さというだけでなく，そのことが人間を差別・抑圧することにつながるということ，

そのことを「容認できない」とする民主主義的な運動の発展がグローパルに拡がってきていること

を反映しているo

格差拡大を生み出している主導力は，とくに東欧社会主義体制崩壊後における，アメリカを頂点、

とする世界資本主義体制であり，そこにおいて野放問に展開する多国籍企業を中心とする資本の運

動である。そして，それを加速してきたのが， 1980年代以降における，先進諸国を中心とする新自

由主義的・新保守主義的な政策であり，その国際的展開のもとで発展途上層で採用された開発独裁

的政策であった。こうした政策には，第三世界と先進爵の非政府組織などからの批判があり，ヨー

ロッパ諸国などにおいて一定の方向転換がはかられつつあるのが， 1990年代，とくにその後半から

現在にいたる動向である。日本ではむしろ， 90年代不況を乗り切ろうとして新自由主義的・新保守

主義的な政策が強化されてきたが，政策転換告と求める声は次第に高まってきているo

新自由主義からの転換の内突を検討するために，われわれはまずイギリスを中心とする「第三の

道」を取り上げてみた。それは出来の政策の「継続と断絶」の両側面をもち，なお去就は明らかで

ないが，社会的に排除された地域や階層への政策がその動向を判断する試薬となっていることは間

違いがないであろう。われわれが社会的排除の問題が集中する地域として，ヨーロッパの辺境であ

るイギリスの北アイルランドと， 8本の辺境である北海道とを比較しながら調査研究をしようとす

るのは，こうした点を吟味するためでもある。しかし，北アイルランドを敬り上げる場合，イギリ

ス中央政府で採られている新たな政策の吟味をすることだけには終わらない，次のような特徴があ
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る。

第れこ，北アイルランドが長い間，霞際地域紛争の典型例として考えられてきたということであ

る。東欧社会主義国の崩壊ののち，国際地域紛争は代表的な地球的問題群となってきたが，北アイ

ルランドはイギリスとアイルランド，あるいはプロテスタントとカソリックの対立を中心とした紛

争の緩史を経て，とくに 1994年の「休戦」以来，紛争解決のための具体的な努力が重ねられており，

労働党政権はとくにその実現をE重要視している。しかし，長い間の紛争は，多数派のプロテスタン

トによるカソリック住民の社会的排除だけではなしそれぞれのコミュニティにおいても複雑な社

会的排除の関係を生み出しており，それらの解決のためには地域住民自身の意識変革を含む対立克

服の努力そ不可欠のものとしている(~

第2に，イギリスにおける生涯学習政策の展開である。この点については r報告審」第1編第1

主主で，日本と対比しながら述べてきたところであるが，たんにすべての人々に権科としての生涯学

習を保証するというだけでなしとくに「社会的に排除された人々」に対する政策的対応が焦点に

なっているということが注目される。そこでは，抽象的・普遍的な政策濠念にもとづくものとは奥

なる特殊具体的な実践を必要としているはずである。閤際地域紛争のみならず貧菌対策などの現実

的な政策課題をかかえている北アイルランドは，その主義要な試金石となっている。

第3に，ク令ロ…パル化の進展である。とくにヨ)ロッパ統合の動きは，北アイルランドの動向を

イギリス 1閤，あるいはイギリスとアイルランド共和国の関係だげでは理解できないものとしてい

る。北アイルランドを含むアイルランドは，アメリカとも康史的に深い関係があるという事情もあ

る。しかし，これも「報告審Jでふれたことであるが，イギリスの保守党政権時代にあっても， EC/ 

EUからの多様な資金が北アイルランドに投入され，また地域諸組織はその自律的発展のために，イ

ギリスに限らない多様な資金を導入していて，とくに「ヨーロッパ資金」は r社会的に排徐された

地域」として位置づけられた北アイルランドに，そうした地域への対策を自途として投入されてき

たということである。それだけに，最近の「ヨーロツパ資金J の制度改革は， I日制度で「白的1J 

地域として位置づけられてきた北アイルランドに大きな影響を与えることが予想されるのである。

4に，社会的排徐の問題に取り組む地域行動と地域社会教育笑践の蓄積があるということであ

る。とくに排除されてきたカソリックのコミュニティでは，みずからの地域における自治的活動と

しての地域行動が多様に展開されてきた。成人教育も，イギリスにおいて中心的な大学成人教育や

継続教育だけでなく，それらも地域社会に深くかかわっていくような地域社会教育実践の蓄積があ

る。それらは，上記のような資金上の海自もあって，社会的に排除された地域や階層に焦点化した

ものであった。

われわれが比較研究の対象としてきた北アイルランドには，少なくとも以上のような特徴がある

ということをふまえておかねばならない。それらは，北アイルランドがわれわれのテーマにとって

の典型例であるということと同時に，その特殊性をも示すものであるからである。
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さて，これらの特徴を念頭におきつつ，社会的排除の構造を理解する上では，おおきく言って 4

つのレベルのことをE訪日と関連で捉えなければならないであろう。

第 1に，すでにふれた，グローパリゼ…ションと新自由主義的・新保守主義的政策である。それ

らが当面する社会的排除をもたらす基本的な要閣であるとしても，これらだけに開題を限定するわ

けにいかないところに現代の問題の複雑性があると言える。現代は「危機の時代」であり，そこで

関われているのは，当面の政策転換だけでなく，戦後に発達した福祉国家体制であり，さらに近代

革命によって生まれたシステム，そして人間的存夜それ自身でもあるからである。それらのいずれ

の危機も相互に関連しあっており，どの危機への対応も他の危機への対応をぬきには解決しがたい

「重層的危機」の関係になっている。

こうした埋解の上で，第2に，福祉国家的政策の反省がある。戦後の福祉国家的政策が貧困問題

を解決することができず，むしろ拡大ないし国定化する側面をもっているということが明らかに

なったのは， 1960年代の後半であった。いはば，排除をなくそうとする福祉が排除を生み出すとい

う逆説的な現実である。そこでは r愛関の多重的性格J，r愛閣の民J，r貧国の世代的再生産」など

が偶題にされたが，それらは現在でもなお問われ続けているものであり，むしろ 1990年代に入って

からは，社会的排除に取り組む擦に対応すべき笑践的な課題となってきている。

第3に，社会的排除と国民国家との関係である。近代的国家による社会的統合が，同時にそこか

ら排除される人々を生み出すことは，M.ヴェーパーなどの社会学者によって指摘されてきたことで

ある。これらは，ナショナリズムの展開が「非国民J を生みだし， f也災族を排除するという問題に

端的に現れている問題であり，グローパル化の中でますます深刻になってきている開題でもある。

しかし，社会的排除の開題は，国家に統合された人々にも現れる。フーコーは，閤家権力が私的

生活の領域にまで及び，独特の「監視体制」を展開することそ，そしてハーパマスは国家権力と貨

幣権力によるシステム世界が生活世界を横民地化することを強調した。これらは国民の疎外，国民

内部の序列化・差別化と排徐を生み出す。それは，閣家と市民社会に生まれる制度と中間団体，そ

れらにおける宮僚制・団体活動によって促進されていると考えられるから，社会的排除の構造を明

らかにし，その克服をめざすならば，諸制度と中間団体の批判的検討を不可欠のものとする。ブ

コーなどによって指摘されてきた「不可視的権力J による社会的排除は，このこととあわせて開題

にすることができるであろう。

第4に，偲入と組織との関係であり，およそ階級・階層的で競争的な社会において一定の社会総

織やグループを形成することは， f患の社会組織・グループを排除するという傾向をもっというだけ

でなく，個人的・集団的なレベルにおいて，一方での包摂と他方での排除をきたむということである。

それは，形式的に一定の総織に包摂された諸個人の間においても実質的に起こりうることである。

そこで関われるのは，社会組織やグループの質，組織化の内実である。「報告書」でとりあげた「社

会的資本」の議論の焦点、はそこにある。具体的には，社会組織の民主性，開放性，諸個人の自由の
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保証といったことが課題となる。それは社会組織の展開において実現されるダイナミックな自由と

して r選択の自由」だけでなく r拒否の自由J. r批判の自由J. そして「創造の自由」の重層的な

形成でなければならないであろう。

第5に，社会教育・成人教育実践がほんらいの課題とする意識変革の問題があるであろう。社会

的排除がいかに現在のわれわれをとりまく構造やシステムによって規定されているとしても，人々

の臼常的窓識をくぐってはじめて現笑のものとなるものである。「排除の意識」はしばしば無意識的

なものとして存在するが，それは社会的・共同的存在としての人間にとってはほんらい虚偽意識で

あり r疎外された意識」の一形態にほかならない。そのような「排徐の意識Jを克服していく意識

変箪の過程にかかわることこそが教育実践の国有の課題となる。

その際 r排除の意識」を克服していく主体は，まず社会的に排徐された人々自身であることが確

認されなければならない。自己教育活動としての意識変革過程が問われなければならないゆえんで

ある。そこでは，もちろん，排除された人々の開での(狭義の)棺立教育を含むし，むしろそれが

出発点となるであろう o また，社会的排除は「排除される人々j と「排除する人々」の関係におい

て現実的なものとなるのであるから，そうした関係を変革していくという渓望のもと r排除する

人々」の意識変革としての自己教育活動の発展も不可欠のものとする。このような拡がりをもっ自

己教育活動を援助し組織化する活動が成人教育・社会教育実践にほかならないのである。

さて，以上のような一般的な問題構造の理解を前提にしつつ，ここではわれわれの諮査研究をふ

まえた今後の研究課題を整理しておくことにしよう。

2 社会的排除問題のグローパル化

いまや，社会的排除への取り組みはグローパル化している。「報告書」ではそれをユネスコやヨ

ロッパ諸国の動向においてみてきたところである。江坂正己氏は最近.1990年代後半における酪際

労働機構 (ILO)の盤際労働研究所(IILS)や国連開発機構(じNDP)の取り組みを紹介し，とく

に前者における「社会的疎外J (江坂氏による Socia!Exc1usionの邦訳)概念の展開過程とその意味

を考察し r中間諸制度」の再定立をとおして「社会的疎外の多重次元的，動態的な現れをグループ

やアクターに即して分析することにより，動態化への援助や公共的政策的介入の的確牲を獲得しよ

うとする努力の経緯}2)を明らかにしようとしている。持論文は，われわれの協同研究を総括する上

でも重要な論点を提起していると思われるので，ここでふれてみよう。

まず第 1 に r社会的疎外J概念の方法論的位置づけ (p.81~83) である。それは Socia!Exc1usion 

を「社会的排除」ではなく r社会的疎外」と訳す理由にもかかわることであろう。彼は，社会教育

研究における「疎外」は都市化・工業化の下での「住民の孤立化した生活スタイルやその精神的ス

タイlレそ指す意味 (alienation)Jと理解されてきたが， らの主体形成論において「人格的疎外」
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が提起され，人格の発達の相から「働きかける対象/目標として生活(活動/過稼)が改めて大きく

位置づけらできている」と言う。しかし問時に，そこに「制度」を媒介させる必然性が主主まれるの

であり r社会的疎外」概念は，この制度的視角を「それに関与または影響を与えるエージェントや

示差的なグループを含めて，重視しているJ と強調する。

彼が注目する制度は， A.ギデンズが渓概する「社会の構造化と再構造化」といったグランドセオ

リーとは次元を異にし r疎外を拡大」したり「疎外からの閤復」が期待されたりする「中間的諸制

度」でトあり，とくにそれらにかかわる公共政策の一環としての生涯学習論を展望しようとしている。

それはまた，政治経済的および社会市民的次元に「臼常の深層から関わる文化の次元への実践的政

策的コミットのあり方j にかかわってくる。これらを含めて江坂氏は， Socia! Exclusionを「社会

的疎外J と邦訳し，そうした視点からのアプローチを試みているのである。

さて，ここで方法論的な議論を展開するつもりはないが，江坂氏が社会教育研究に通説的な「疎

外J論を濠解し r制度論に媒介された疎外論」を主張する時には，社会学的な疎外の理解，たとえ

ばP.Lパーガーと tルックマンが制度化を「物象化」識の視点から検討していったようなこと叫が

前提にあると言えるであろう。しかし，彼らの物象化論や江坂氏の疎外理解は，ヘーゲルやマルク

スによって創始された疎外論や物象化論とは奨なるものである。疎外論と「社会的排除Socia!

ExclusionJ論を異なるものとして潔解することによって，後者が提起していることの意味をむしろ

浮き彫りにすることができるのではないかと思える。もちろん，社会的排除は現代の地域住民の自

己疎外と無縁のものではなしそのひとつの現象形態と考えることはできるのではあるが。

われわれが当面しているテーマに却してみるならば，次の2つのことが震婆であろう。ひとつは，

社会的排除の問題が政策的に焦点化してくるのは， EC/EUの3次にわたる「貧困計画」であったと

いうことである。江坂氏もこの過程をたどり，とくに第三次実菌計爵 (1989~94) が「諾現象・要

国の多憲次元性，諸機関・主体とのパートナーシップ，不利益者自身の参加をキーワードとする構

造的かつ総合的性格」を明らかにし r貧困プロジェクトから構造政策へ」の遂を切り開いたことを

指摘している (p.86)。祭者はこの過程を，北アイランドでの動向において具体的に検討し，全体と

しては「貧鴎対策から統合的開発政策をへて地域づくり教育へJ という方向であったことを指摘し

た(4)。

これを理論的展開としてみるならば r愛閤化論から疎外論をへて地域社会教育実践論へ」という

ことになろう。したがって，社会的排除の問題を疎外論的視点から把握し，さらにそれを生涯学習

識と結びつけようとするならば， (1)貧困化論を自己疎外論として再構成すること， (2)自己疎外論を

ふまえて社会教育実践論を展開すること，さらに(3)それらをふまえた生涯学習計画論を展開するこ

とが必要となる。社会的排除論をふまえて生涯学習論そ展開するためには，これらの理解は基礎理

論として不可欠のものとなろう。筆者はこれまで，これらにかかわる一定の提起をしてきた何)。

もうひとつは，制度化ないし「中間的諸制度」にかかわって「社会的疎外」を捉えようとしてい
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ることである。「中間的諸制度Jとは，菌室授と市民社会の間に存在するもので，国家の側からのもの

と市民社会の側からのものがあり，それらの間に矛盾・対抗関係，そして相互浸透関係が存在する

ことをふまえておかなければならない。しかし I社会的疎外」とのかかわりでそれらの制度を検討

する擦には，疎外論一般ではなくて現代における「疎外された社会的労働」の視点から把握する必

要がある。

福祉政策であれ労働政策あるいは生涯学習政策であれ，それらには，そうした領域における諸実

践を支える社会的労働がある。各穣制度はそれらの「社会的労働の疎外された形態」として把握さ

れなければならない。そうしてはじめて，単なる政策理念の転換だけではなく I社会的労働」のあ

り方を現実的に変蕊することをとおして「社会的疎外」を克服していくという実践的課題が明らか

になるからである。筆者は社会教育制度を，自己教育活動の社会化としての「社会教育労働」の疎

外された形態と理解し，そうした視点から，その疎外されたあり方を克綴していく基本的方向を，

(地域住民の自己教育活動を発展させていくという展望のもとに)地域住民と社会教育専門労働者・

関連労働者の協同・協{動・共同を展開していくことに求めてきた{的。

また，社会的排徐に取り組む政策的・実践的課題から「中間的諸制度J を検討していくためには，

「干土会的疎外」論だけでは十分に扱うことのできない政策科学的視点を必要とするであろう。江坂氏

は I社会的疎外」概念がグローパlレ化していくことにともない I分析概念から真の政策概念j(p.91l 

へと発展してきていることを指捕している。しかし，政策科学においては問題の「課題化認識」や

「計画的思惟」が求められる。それらはこれまで，計画識や地域社会発展論において関われてきたも

のであり，地域における生涯学習・社会教育を「未来にむけて総括」する生涯学習計画化に不可欠

な理論的視点であると言える(九

さて，以上のような漣論的課題を含みつつ，社会的排除論のグローパル化立税ヨーロッパ化が進

展しているのであるが，江坂氏はIILSやUNDPでの議論を次の3つの論点で整現しているので

(pp.91-100) ，さらに呉体的にそれらについてふれておくことにしよう O すなわち， (1)疎外の生活的

社会的様棺， (2)公共政策への橋渡し， (3)文化的パラダイム・アイデンティティ，である。

(1)について江坂氏は，個人選択的説明を排し「構成的説明」をとることによって改善可能性への

道を切り開き，とくに中間的諸制度を媒介にした疎外の相関的メカニズムに注目し，ク、ローパル化

にともなう国家の能力の減退にかかわる疎外などにも焦点をあてていることを指摘している。その

上で援要なことは I社会的疎外」把握における「状態」と「過程」の分析であるとされている。す

なわち I状態」把援においては，多重次元性が震被されており，そのことによって貧困と疎外の関

係についても「入れ子関係j，I重複関係j，I非重複関係」といった類型化を可能にしたり，リスク

の問題などの新次元も注目されている。「過程」把握においては，国家・市場・市民社会諸綴織など

への「包摂incIusiollj過程そのものが疎外過穏を生み出すといった視点，すなわち，より大きなシ

ステムへの包摂，包摂された組織の「かたまりの底」への固定，諸集団・組織による他者の排除，
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諸制度閣のミスマッチ，ランキング社会における「期待の構造」の存夜，達成価値の強調による破

壊的結果，逆にインセンティヴの喪失などが整理されている。ここでは 1で述べた社会的排除の

構造の一般的理解に加えて r状態J と「過程」の統一的把握が必要とされていると言ってよい。

(2)については，上述の「中間的諸制度j=戦略的政策領域が注目されているのであるが，それらは

「基礎的市場j，r市民的諮権利j，r市民社会」の3つに区分されている。基礎的市場とは「収入の発

生やリスクの削減を決定するJ あらゆるものであり，その平等化，とくに教育と政策ミックスによ

る市民的諸権利の平等化，そして労働市場への参入だけでなく，家族・会社のミクロなレベルにお

ける関係・実践をも考慮に入れて，政策道具としての「協同的スキルassociationaIskiIIj が強調さ

れていることが注目される。こうした中で緩済的・社会的・文化的な市民的諮権利(市民性)が，

グロ…パリゼーションのもとでの社会的疎外を「相殺するメカニズムj になりうるとして，その拡

充が求められているのである。これらの諸権利と「創造的棺乗化」の関係にあるべきだとされてい

るのが，市民社会の「協同的組織」の活動である。

「参加の制度化」は r下からの参加」を「上からの参加」に結びつける可能性をもっているが，

草の根の努力を吸収したり，官僚化・額一イじをもたらしたり，将来の参加への努カを台無しにした

りする危倹性をもっ。そこで「質のある参加j，とくに能力向上・文化的知覚・エンパワーメントを

含むこと，とくに社会的資本においては信頼・相互利益・支援ネットワークが重視されているとし

ている。そして，これらを展開するために「社会的疎外J は評価的かつ政治的であり，政策的介入

が意関されるがゆえに「計量問題」が震要な論点となっていることが指摘されている。

これらにかかわって問題とされている(3)文化については， 3つの側面から繋理されている。すな

わち，十イ)r制度というEj3援に合わせて体型化j されるものとしての「棺関的文イ七j，(ロ)統合と疎外の

双方を貫いて制度化を規定する深層的価値にかかわる「基底的文イ七j，そして付貧窟・斜奪の中でも

保持されるもので，保護され平等待遇へと伸張されるべきものとしての「文化的アイデンティテイ」

である。(イ)では制度化が， (吋ではその解体・ゆがみ・閉鎖が，そして付ではその喪失が，社会的疎

外をもたらすものと考えられているようである。それらへの対応のあり方については明確でないが，

文化問題への多次元的アプローチをみることができる。

さて，以上のような江坂氏の IILSおよびUNDPでの議論の整理をみるならば，社会的排除の問

題はかなり具体的・実践的・政策的な課題となっていることが明らかである。研究的な視点からみ

ると，上述の基礎理論的な課題のほかに，次のような課題があるであろう。

第 lに，社会的排除を本質一形態一状態の統一において把援することである。それは，既述の社

会的排除と貧困の統一的把握の課題でもある。社会的排除の諸現象はきわめて多様である。それが

ゆえに，現段階の主要形態を把握することが重要な課題となる。しかし，それはまたグロ…パノレに

展開する資本蓄積のもとで進行する貧留の蓄積，そのもとでの地域住民の自己疎外の展開とのかか

わりで理解されなければならないであろう。
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第2に，排除と包摂の弁証法的関係とそこにおける矛盾関係，したがって，排除を克服しようと

する条件の形成過程を明らかにするという課題である。排徐は包撲をぬきに理解できないし，包祭

の中にも排除がある。現代の先進爵資本主義国においては，形式的に包摂されながらも実質的には

排除されるということがむしろ一般的である。もちろん，形式的にも明確な排除がある。しかし，

排除も包摂も，現代の社会関係を再生産するための重要な機能である。したがって，社会的に排除

された階層・個人や地域を生み出す構造そのものが間われなければならない。

第3に，社会的排除にかかわるものとしての権利・市場・制度・文化そして教育の関係を究明す

るという課題である。それは排除を重層的な構造において抱握するという課題であり，経済的・社

会的・政治的そして文化・教育的な意味での「市民性citizenshipJの形成を問題にすることでもあ

る。その際，制度については既述したが，市場については，市場一般と労働市場を臣服する必要が

あるし，事実上その中に含まれる資本・賃労働関係を商品・貨幣関係と箆別しつつ関連づけて理解

しなければならないであろう。

第4に，社会的排除に取り組む諸政策・諸実践の論理を把援するという課題である。そこで重要

となるのは，自由主義・改良主義・革新主義・改革主義の区別と関連である。自由主義的な取り組

みは，現実の社会における不平等と社会的排除を生み出す構造そのものを問うことはない。社会的

に排除された人々と地域を対象とした特別な政策が改良主義的なものとして取り組まれることは必

然である。しかし，そうした政策を展関すればするほど，社会的に排除されている当事者自身が問

題の解決に取り組むような実践を位置づけることが不可欠で‘あることが理解されるようになる。そ

れは，排除された住民を政策展開の主体とし，政策的対応を彼らの活動を援助するものと考えると

いう点で革新的なものである。こうした政策や笑践ののち，排除を生み出す制度や枠組み・構造そ

のものを変革することを目的とする改革主義の活動が生まれてくる。これらは循環的な過程である

と考えられ，棺互の関連構造が明らかにされなければならない。

第5に，上記にかかわって，地域住民が社会的排除を克服するエンパワーメントないし主体形成

にかかわる教育笑践の盟有の論環，その展開メカニズムを解明するという課題である。参画型民主

主義は結局，市民のエンパワーメントの過穏を跨い，それを援助・紙織化する活動，すなわち地域

社会教育実践の役割を位置づけなければならなくなってくる。もちろん，われわれはこの課題に焦

点化するかたちで研究を震ねてきた。

3 r協同の教育」の方へ

われわれは，日英周辺地域としての北海道と北アイルランドをとりあげ，とくに「社会的に排除

された」人々の主体形成立エンパワーメントをめざす教育的働きかけの在り方を検討してきた。そ

して，それらをひろく communitydevelopment education，すなわち「地域社会発展教育」ないし
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「地域づくり教育」と呼んできたのであるが，いまそれらをより積極的に「地域創造教育}8)と言う

ことにするならば，その核心は自己実現と相互承認の過程を編成する「協同の教育」である。

一般に，地域住民自身による地域創造とその担い手形成にかかわる地域創造教育が求められるの

は I報告書」でも述べたように，われわれの生きる現段階がグロ…パリゼーションに対応する「グ

ローカル」な実践が必要とされている時代だからにほかならない。そして，グローパリゼーション

が多国籍資本と超国家的権力によって推進され，その結果として「社会的排除J の問題が深刻化し

ていることをふまえるならば，新たな方向はグローカルな「協同Jの発展にしか見いだし得ないこ

ともまた明らかであるように思える O

なぜならば，グローパリゼーションは侭よりも市場経済の徹底とそれを推進する新自由主義的政

策の展開によってもたらされているものであるからである。それらによって生活のあらゆる領域に

商品・貨幣的世界が拡がることは，それだけわれわれの相互依存関係が拡がり，グローパルな規模

での「社会化」が進展することを意味しているが，それは問時に一人ひとりの個人を競争関係に立

たせ，アトム化・孤立化させることを意味する。そして，そうした傾向は，世界資本主義のもとで

の富と主君臨の蓄積，格差拡大による生活不安をともなって展開しており，それらに対応するために

何らかの「協同」が必要とされているのである。

つまり，現代に生きる諸個人，とくに日本を含む先進国の諮億人は，実体としてはグローパルに

展開する「社会的個人」としての「地球的市民」になっているのであるが，現在の社会関係の中で

は，そして意識の上でも「私的偶人J としての「消費者」となる傾向にある。この「私的個人」と

「社会的個人」の矛盾を克服して，実質的かつ意識のよでも「社会的億人」立地球市民となっていく

ことが求められているのであるが，そのプロセスは，自己教育活動としての学習活動を不可欠なも

のとして含んだ主体形成(自己笑現と棺互承認の意識的編成)過程である。「協同j の実践がこうし

た自己教育活動の一環として位置づけられるときに，現代的な，創造されつつある教育的価値を含

んだ「協同の教育」として理解されるのである。

もちろん，この場合の「協同」はいわゆる閣僚地域紛争にみられるような民族主義や原理主義的

宗教，あるいは外国人を排除するような国家主義，あるいは極端なイデオロギー的「共同体主義」

に吸収されるようなものであってはならないであろう oそれは，地域社会に根拠をもっ実践であり，

まさに ThinkGlobally， Act Locally! Think Locally， Act Globally!という方向に拡がっていく「多

元的普遍主義」の運動である。それは参加する者の自由を保証する民主主義的なものであり，連帯・

同盟・ネットワークなどを呼ばれるものからはじまり，協同だけでなく協働，共同などとして展開

する広い意味での「協同J であり，それらの主義層的な展開として考えられるものである。

しかし，理論的に考えるならば，それらの「協同」の展開には質的な発展過程と，相互に関連す

る構造的連関があり，相互豊穣的・螺旋的な展開が想定される。現状では，そのことを指掃してお

くことが有益であろう。
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近代に生まれた「国民国家J と，市民社会』こまで侯関する間家の官僚制そ乗り越えて，題家を市

民社会に吸収する方向で社会的築関の発展を考えたのはA.グラムシであった。彼は社会的集団が

発展する方向として 3つの段階を考えた。すなわち， 1)経済的一同業組合的統一， 2)社会集

罰金成員の遼帯意識の形成， 3)普通的な知的・道徳的統一，である。それは，地域住民の自然発

生的な諮グループが， (T.ラベットが「報告書」で展開した)r地域行動モデル」あるいは「文化行

動モデル」をへて「社会行動モデル」の実践へと至る成人教育実践の展開通程に照応する(9)。われわ

う地域創造教育は，この移行を推進する上で叢要な意味をもっ地域社会教育実践である。

グラムシのいう社会的集団の発展過程は，間時にその構成員が「腿服的・従属的意識」を克服し

て，批判的自己意識を形成し r知的・道徳的改革」を進め，それにかかわる「有機的知識人」を形

成することを還して「実践の哲学」を獲得していく過程である(川。その際に重要な実践が，社会的

実践にかかわりつつ「知的・道徳的改革j を進めること，すなわち「現代の環性」の形成にかかわ

る成人教育実践であり，それこそまさに「報告書」でいう「地域づくり教育」であり，地域創造教

育なのである。

ここでさらに「協同」活動としての社会的実践にともなう地域社会教育を，その内容の展開と結

びつけて理解しようとするならば，上述したように，現段階において「協同」が必要とされる根拠

にまで、立ち戻ってみなければならない。それは，生活のあらゆる領域に商品・貨幣関係，したがっ

て資本・賃労働関係が浸透した段階における，交換，生活，労働，分自己・再分配，それらの再生産

の構造を慕擦にして，それらにかかわる「協同」活動，それらにともなう地域社会教育実践の構造

を考えてみることを必要とする。

これまで，間じく「キョウドウJと発音するものでも，協同Assoziation'協働Zusammenwirが

ken"共同Gemeinschaftを異なる意味をもつものとして意識的に毘別して使用してきた。前提とな

るのは市民社会において自立した諸倒人であり，彼・彼女らが自由意志にもとづいて，共通の関心

事についての目的を笑現するための協同組織associationをつくるときの組織活動を「協同」と言っ

た。次いで，こうした組織やグループによって構成員が分業や協業にもとづく労働を行うような場

合を「協働」と呼んだ。さらに，この協同・協働の成果にもとづいて，何らかの共有資源をもち，

あらたな質の活動を発展させるときに「共同」と考えることにしたのである。これらはそれぞれ，

組織論的・労働論的・所有論的に広い意味での「協同」を捉えてきたものであるが，それらは椴互

に関連しあっており，螺旋的に発展するものと考えられるのである。

ここでは，こうした理解を前提にしながら，上述のように商品・貨幣関係が生活のあらゆる領域

に浸透してきている現代における「協同」の内実を捉えるために，次のような「協同活動j を区別

と関連のもとで考えることにしよう。

まず商品・貨幣的世界一般の展開にともなう「協同」である。それは自立した私的人格としての

市民が自分たちに共還な私的あるいは公共的目的のために自自意志にもとづいて行う組織活動であ
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り I意志協同associationJであるということができる。それは個人的利益と公共的利援の簡を振動

する協詞であり，協商活動の中でももっとも私的性格が残存しているものである。共通の利害にも

とづく協持組織においてはすべて，まずはこうした協同がなされる。市民組織の代表としてはボラ

ンティア・ネットワークや民間非営利組織(NPO)，あるいは消費者協同組合が考えられるが，公教

育を「私事の組織化}1l)と考えるのもこうした協河を出発点として考えていると言える。

しかし，それらの組織活動はグラムシのいう間業総合的な組織伎にのみとどまっているわけでは

ない。たとえば，消費者協持組合が公正な取引を婆求し，とくに大資本への対抗を明確にする時に

は，集団内に「連帯意識j が形成されていくことになるのである。それは事業主導裂の協同組合か

ら脱皮し，組織活動を震視し，組合員の意識変革を問うときにつねに問題にされてきた。 21世紀に

むけても，そうした意味での消費者組合からの転換，新しい協同の在り方が提起されている問。

そこでは，協障の内実が関われるようになってくる。生活協関組合の組合員は，商品を購貿する

単なる消費者ではなく，その中心は労働者・勤労者としての生活者であり，協同組合活動は彼らの

生活を協i弓で擁護し，発展させるためであることが問題にされるようになってくるのである。教育

の領域でも，公教育を「私事の組織化」として理解することは国家的な支配・管壊に対しては積極

的意義をもちうるが，それだけでは新自出主義的政策が推進する市場イむには有効に対応できなくな

り，学校を「学び、の共同体j として実体的に組織化するような視点が提起されてきている(13)。これ

らの主張と実践においては，生活や教育の質を形成するための協同活動が重視される。その意味で，

「生活協働cooperationJということができるであろう。

しかし，こうした協同は舞労働(労働力商品)という形態のもとでの生活，あるいは学校という

形態のものでの教育を前提にしたものであり，これらの形態を変革したり，労働を含む生活全体に

かかわるものではない。そこで，労働活動そのものにかかわる協同が関われるようになってくるの

である。労働活動は資本主義のもとでは資本による剰余価値生産に規定されているのであるが，生

活における社会化が進展するとともに，生活領域が社会的生産となってくる傾向もみられる。そこ

では I流通過程に延長された生産過程Jだけでなしいわゆるインフォーマル経済も含まれる。よ

り意識的には，労働者協関組合などの社会的経済の展開によって，必ずしも剰余価値そのものを自

的としない生産領域が拡がってきている。こうした中で行われる協再は I生産共働collaborationJ

ということができょう。

生産活動は一般に，労働者の諸能力→労働→生産物という諸契機の展開過程であるが，生産の成

果は再び労働過程に投じられたり，労働力の再生産のために使われたりするという分配活動をとも

なう。それは必要労働と粥余労働，あるいは過去一現在一未来への労働の分配でもあり，っきつめ

ると自由時間の位置づけをともなう時間の配分の課題となる。それらを意識的に行うおうとするな

らば，労働者協同組合活動において典型的であるように I分配協同sharingJとでもいうべき「協

同」活動を必要とする。それはまず，労働過穏への参加者の閤での問題であるが，生産物は，商品

11 
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としては事後的にではあれ，社会的に評価されることが不可避であり，そうした意味では社会的分

配関係をともなう。それは，いわゆる渓直活動をとおした生産者と消費者の関係に端的にみること

ができょう。

ところで，商品・貨幣関係を前提にして，以上のような労働者の諸能力→労働→生産物の全体に

わたる資本・賃労働関係は(拡大)再生産される。それは資本蓄積，したがって富と貧困の蓄積の

展開であり，その中で社会的諸関係も再生産される。社会的排除の陪題は，商品・貨幣関係におい

ても，諸能力→労働→生産物のそれぞれの局面においても生じるのであるが，人間と人間の社会関

係がそれ自体として固有に間われるのは，この論理レベルにおいてである。この資本蓄積にともな

う社会的排除に対応する「協同J活動は，ほんらい資本によっては再生産することが困難な労働力

(人間)と土地(自然)の，それぞれと相互の共間的結合・共用資源commonsを根拠とする，地域

住民の「地域共同synergYJであるということができる。それは，地域において展開するよ述のよう

なさまざまな「協同」を総括する位罷にある。

以上でみてきたことをまとめてみるならば，く表1>のようになるであろう。表に示しであるのは，

「公民と市民の分離」として存在する地域住民の矛盾を，さらに市民における「私的個人と社会的個

人の矛盾」を，多様な協同関係の形成をとおして克服していく過程である。現代人の自己疎外の展

開にともなう社会的排除を克服していくためには，意志協同・生活協働・生産共働・分配協同・地

域共同という震層的な「協同」活動の展開を必要とするが，それらはそれぞれに対応した自己教育

活動，典型的には権科学習・生活学習・労働学習・分配学習そして地域づくり学習を不可欠とする。

21 t笠紀に求められているのは，これらの学習の「構造化」であり，それらの意識的編成である。

〈署長1>協湾関係と廃己教脊活動の展鰯

公民 主権者 受益者 職業人 約税者 地球市民=

市民 消費者 生活者 労働者 生産主者 地域住民

自己教育活動
趣味・教養 自己形成 地域行動 協隠組合活動 地域づくり

権利学習 生活学習 労働学習 分配学習 学習の構造化

協同関係 意志協同 生活協働 生産共働 分露日協同 地域共同

自己疎外: 生活過程= 類的諮能カ= 労働= 生産物: 人間関係z

社会的陶冶 商品・貨幣 労働力潟品 剰余価値生産 労賃 資本書5積

4 地域社会教育実践の構造

以上のことをふまえて，われわれが焦点をあわせたのは成人教育の革新の動向であった。それは，

社会的に排除されたり抑圧されてきた人々や地域を対象にした笑践であり，一般に「地域社会教育

実践」の展開として考えられるが，そこにはいくつかの発展形態をみることができる。
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社会的排除に取り級む「協同の教育J の構造

でラベットは，毘際的・世界史的な視点から革新約な成人教育の動向を整理し(14}，現段

階におけるその諸形態としての地域社会教育実践の5つのモデルを提示した。すなわち，地域総織・

地域開発・地域行動・文化行動・社会行動の各モデルである。それらは彼自身の笑践的経験をもと

に整理されたものである。

本協同研究の前提となるラベットとの議論の過穏で筆者は，とくに地域行動・文化行動の相互関

連の問題と同時に，それらを社会行動モデルの笑践に結びつけるためには「地域づくり学習」を位

農づけるような新モデルの開発が必婆ではないかと提起して，それをラベットがリーダーとなった

アルスター・ピープルズ・カレッジの笑践の歴史的展開過程と実践構造において実証してみたい5)。

ラベット自身は，こののち定型教育・不定型教育・非定型教育という教育3類型論にもとづいて

地域社会実践の分析を蚤ねている。彼とその共同研究者であるローズマリー・モアランドの研究に

ついては，その研究過程の一部に参加した筆者が紹介しているが(1ヘ彼らは本協同研究の進行過穏

において，ベルファスト市の実態調査にもとづく研究成巣をまとめている(17)。その襟，彼らは成人

の学習機会を定型・不定型・非定裂の教育三類型による「学習連続体」と理解している。そこで不

定型教育Non-FormalEducationは，北アイルランドで広範に展開している非定型教育(ボランタ

リーな組織・グル…プと地域社会組織とに分かれる)と，大学や継続教育カレッジなどによって提

供される定型教育との中間に罷かれている。

もちろん，地域において展開される現実の成人教育実践は多様で複雑であり，これらの類型は圏

定的なものとして適用されているわけではない(1九筆者は不定裂教育を，制度的諸機関に所属する

専門的成人教育担当者によって提供される定型教育と，学習者が中心となって組織化される非定型

教育(臼本の自己教育活動に相当する)の間にあって，それらの矛盾を教育実践者と学習者の協同・

協働・共同によって克服しようとして，学級や講座あるいはたまり場やサークル活動にとどまらな

い多様な教育実践を渓関し，定型教育と非定裂教育を媒介するような教育と考えてきた。

これらをふまえると，地域社会教育の構造は，次のような 7つの諸実践モデルの関連として，く翻

1>のように示すことができる。

ここでは，地域社会教育の本来的な活動として焦点、となる不定型教育を教育的改良・地域社会発

渓・地域社会教育の3つの実践モデルに底分している。また，ラベットが地域社会教育の諸モデル

として提起したことをより厳密にするために，自自主義・改良主義・革新主義・改革主義の区別と

関連を考えてみた。

こうした理解にもとづいて地域社会教育実践の構造を把援することができる。たとえば，本協同

研究が比較研究の中心的な対象地としたデリ}市の場合をとってまとめてみれば，次のようになる。

北アイルランドにおいて開放教育モデルの定型教育を提供する典型的な施設は，大学と継続教育

カレッジである。デリー市は人口約10万，ベルファスト市に次ぐ北アイルランドの第二の都市とし

て，アルスター大学マギー・カレッジと北西継続高等教育施設があり，社会人に対して多様な講座
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定主主教筒A=開放教育
〈すべてに閥均通れた教育〉
主主主主教脊B=リーダー形成
〈社会変革のための教育〉

~ 

~ 
不定主主教育A
=教育的改良

(アウトリーチ活動}
〈地域住民のための教育〉

¥¥¥¥¥  

不定裂教事専C
口地域社会教育
(地域創造教育)

(地域伎民とともにある教湾〉

¥¥¥¥¥¥  

~ 
~ 

非定型教育A=1"'l己形成
非主主毅教育B=地域行動
〈地域住民による教育〉

〈図 1> 地域社会教育実践の構造

を提供している。マギーカレッジの活動の笑際については r報告欝」第2編第1章および第7

みてきたところである。

教育的改良モデルの不定型教育の典型的な実践は，地域社会に「届ける教育」として，大学成人

教育が地域における公共的・協同的施設を利用するアウトリーチ活動である。北アイルランドにお

ける最近の特徴は，単なるアウトリーチ活動にとどまらず，より積様的に地域社会におけるアクショ

ン・リサーチを展開し，さらに地域社会発展にかかわる諸グループ・組織とのパートナーシップに

よる成人教育実践を展開しつつあるところにあるい九

たとえば総合大学であるアルスター大学では，成入学習者のための大学入学資格取得につながる

「土也域社会発展コース」を設けていたが，それはより綴織的・構造的なものとなってきている。すな

わち，このコースは一方で，地域センターを利用したアウトリーチ活動を拡充すると同時に，他方

で，陪大学マギー・カレッジにみられるように，資格取得後に大学卒業・学士取得，さらには大学

院入学資格・修士および博士の学位取得にまでつながるコースが構造化されてきている。

その活力の源泉は，地域社会諸グループとのパートナーシップにある。その数は， 1999年5月現

在でおに及んでいるが，主婆なものとしては，マギー・カレッジが位置するアイルランド北沼部全

体にまたがる「北西パートナ…シップ」をはじめ，地域センターとして，主として地域行動モデル
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全士会約排徐に取り綴む f協同の教育」の構造

の笑践を展開している「ローズマウント資源センタ…j，Iボグサイドおよびプランディウェル・イ

ニシャテイヴム「シャンタロ一地域パ…トナーシップj，課題ごとの地域グループとして自己形成モ

デルの実践を中心に展開している「ローズ、マウント女性クソレープj，I子どもの貧困問題行動グルー

プj，さらには，地域社会発展モデルの実践組織として，環境問題に敬り組む「ブオイルJlI流域協議

会j，そしてアイルランド共和国側の地域社会発展協再組合である「イニショウエン農村開発企業j，

「社会的経済」を展開する「北アイルランド協陪組合開発機構」がある。本協問研究ではこれらの活

動に注呂し，行政的活動にかかわるコミュニティ・ケアとあわせて，笑態調賓の震点的対象として

きた。

マギー・カレッジのアウトリーチ・コースは，全体としては教育的改良モデルの笑践を展開して

いるのであるが，地域の公共的・協階的施設において実施されているo その構成は一定の問題群ご

とのモジュール方式により，学習内容は地域社会諸クゃループとのパートナーシップにもとづく共同

討議によって実質的に決められている。たとえば I私と地域社会j，I社会構造・社会運動・社会変

革j，I地域社会発展j，I綴織活動j，I地域経済発展j，Iプロジェクト開発」といったものである。

これらのテーマをみただけで，地域づくりに必要な実践的な知見の形成がめざされていることがわ

かる。こうした学習が，情報教育など実擦的な力整形成をめざす諮訓練と結びつけられ，地域社会

発展モデルの笑践とも関係づけられているのも重婆な特徴である。

ところで，北アイルランドの公的教育施設は， 5つの地域に分けられた教育・臨書委員会の管轄

のもとにある。地方中核都市であるデリー市には，北アイルランド北西部を範域とする継続教育カ

レッジを含む学校，阻害館などが配登されている。デリー市が所有する成人教育関連施設は，市の

6つの委員会のひとつで、ある「レクレーションおよび余暇活動」委員会が管理している(20)。

には，レジャー・センター，観賞芸術，身体表現芸術，文化遺産・博物館，公題・オープンスペー

ス，そして地域社会発展の各課があり，それらが管轄するスポーツ施設は 3，レジャ…・センタ

はわコミュニティセンターはわ博物館はム劇場・芸術センターは3を数える。

臼本の公民舘に相当するような施設として，市の北部，カトリック地域にあるシャンタロー・コ

ミュニティセンターをあげてみれば，そこには4人の市の職員が配置されている。センタ…は地域

諸クソレープとの連携によって運営されている。 1997・98年度にはのべ3万8千人の利用があったが，

その利用者層は多様である。センターをベースにして活動しているボランタリー・グループは 15あ

り，地区の青年クラブ，各種スポーツクラブ，老人クラブ，潔境保護グループ，アマチュア・ラジ

オ・グル…プ，パグノfイプ演奏グループ，子ども劇場ワークショップ，手話グループ，伝統ダンス

教室などである。地域には地域づくり活動に取り組むグループが20ほどあり，上述のマギー・カレッ

ジの活動は，これらのうちの「大シャンタロ一地域ノTートナーシップJとの連携で捻進されている。

しかし，北アイルランドとくにデリーで特徴的なのは，地域社会によって管理運営されている地

域施設である。その中でとくに有名なのは，市の南部にある 5つの小規模地域施設のうちのひとつ
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である「鳩の家」地域資源センタ}である。このセンターは，北アイルランドの中でも最も貧留な

カトリック地区で，地域紛争の焦点となり，そのために最も多くの死者を出してきたボグサイドに

あり，活動範関は隣接するプランディウェノレ地区を含む。カトリックとケルトのアイデンティティ

を守るための教育・文化活動を行い，自助的な地域づくり運動を展開してきた(21)。自己形成モデ、ル

と地域行動モデルの非定裂教育を統一するような活動をしてきたと言える。

1984年に設立されて以来，このセンターは I政治的判断」によって政府援助を打ち切られた時も

あったが，室電閤地域における自助的地域づくり運動が評価されて，経済開発省の地域濯照行動

(ACE)などの援助を受けて発展し，最近は約30人(すべて地域住民からの磁時的雇用)が働く施

設となっている。関連する地域住民すべてが参加できる総会が最高議決機関であるが，日常的な管

理運営は地域から選出される 11名からなる運営委員会によっている。また Iボグサイドおよびプ

ランディウェル女性グ、ループ」と課題ごとの委員会が設けられている。 92年には，加の場所に青年・

芸術センターが設立され， 97年からはもとのセンターの改築が行われている。二階建てで，一階に

は受け付け，キッチン，育児室，棺談室のほか 3つの小研修室があり，二階にも，管理室，会議

案，倉庫のほかに 3つの小研修窓がある。

最近の主要な教育・文化活動は，地域住民の学習・文化活動の場所の提供，電話相談を含む生活

棺談話動，女性活動の促進，雇用と教育の場としても位罷づけられている育児，青年の参加を促す

青年センター活動，そして高齢者のための社会クラブ活動に区分されている。これら以外の事業と

しては，家屋改築・修繕，庭造り，地域ケア，縫製，諸訓練のための講座開催がある。全体として，

女性による自己形成モデルの笑践を展開しながら，地域行動モデルの笑践を促進する活動が中心と

なっていると言える。

このようにして地域住民のエンパワーメントと向時に，地域社会企業(協持組合)活動による仕

くりをめざしてきた「鳩の家」の最近の実践は，より組織的になってきており，マギー・カレッ

ジの地域社会発展研究施設のパートナーのひとつである「ボグサイドおよびプランディウェル・イ

シシャティヴ」の中心的な担い手となっている。地域社会教育モデルや地域校会発展モデルの不定

裂教育の実銭が重要な位震を占めるようになってきているのである。

以上のことは I鳩の家」がまさに改革主義モデルの実践によって生まれた「地域共陪」の施設と

なってきていることを示している。それらこそ，地域創造教育を展開する中心となる実践モデルな

のである。

5 地域社会教育実践と「協詞の教曹J

これまで，社会的排除に取り組む成人教育の展開を，理論的には「協同の教育」の渓開(第3節)，

実践的には地域社会教育実践の動向(第4節)としてみてきたが，前節でみたことから推測できる
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ように，それらは相互に関連しあっている。最後にそのことを篠認しでまとめとしよう。

まず，開放教育モデルの笑裁は，自由主義的・普遍主義的な理念にもとづいたものであり，近現

代の法にもとづく権利の平等と，市場(商品・貨幣的世界)における「交換の自由J の実現をめざ

すものである。この理念を実現するために社会的に排除された人々や地域において*Jl織化される協

同は，まず「意志協同」である。成人教育の領域で中心となる学習は，広い意味での権利学習(社

会や制度についての学習を含む)であり，平等な自由を笑現しようとする趣味や教養学習である。

教育的改良モデルの実践は，地域住民を私的人格と捉える開放教育モデルの限界を克服し，社会

的に排除された階層・地域に入り込み，教育実践によってその現笑的生活を改良しようとする。そ

こでは社会的・公的生活に限定されない生活全体のあり方が関われ，生活者としての地域住民の組

織化，すなわち「生活協働」がめざされる。地域社会教育実践の取り組みの中心は，権科学溜や教

養学習から「生活学習」へと移行していく。その笑践は現実的生活と問時に，生活意識のあり様を

問うことになり，結局は，教育笑践者によって潔解された「生活」ではなく，地域住民がみずから

の意識と婆求によって捉えなおした生活 r生活の論潔」が重要なものとなってくる。

ここで自由主義的・改良主義的なモデルから革新的なモデルへの展開が求められる。教育実践の

主体は専門的労働者から地域住民に移り，本来の意味での地域住民の自己教育活動が展開していく。

「生活の論理」が問うのは地域住民自身の日常的意識，その自己意識のあり方である。その発展は，

女性問題学習などに典型伊jをみた，自己形成モデルの学習によって具体化されるものである。それ

はまた，自分たちがこうありたいと怒う生活そ地域において実現しようとする多様な取り組みを生

み出す。そこには「なすことをとおして学ぶ」という学習が含まれており，それを意識的に位置づ

けた活動は地域行動モデルの地域社会教育実践となるo 地域行動や地域づくりには「分業にもとづ

く協業」が含まれ，あらたな協同活動としての「生産共働」が発展する。

そしてこの協同活動がより組織的に発展し，より社会的な活動となっていった時に，「社会的経済」

の実践が生まれる。そこでは r生産共働」だけでなく，協持活動の成果を参加者の関からさらに社

会的に分担する(される)ことを意識的に問題とする「分配協同J の笑践が重要な位置を占めるよ

うになる。そのための「分配学留」においては，参加者一人ひとりの，そして協働・共働の活動の

評価，その成楽の社会的・経済的評舗と意味付けが中心的な学習内容となる。それは，社会的経済，

中でも労働者組合活動に代表的なものであるが，その領域はそノやサービスの生産だけでなく，文

化・芸術そして教育活動それ自身にもひろがっている。

これまでみてきたような学習活動の全体を関連づけ，既存の枠組みを乗り越えて，地域社会教育

実践の視点から新たな地域を創造していく活動が，改革主義モデルとしての「地域社会教育モデルj

である。その典型は地域づくりの実践，実体的な協同社会を地域に創造していく「地域共向」の実

践と不可分に結びついた「地域創造教育」である。筆者は，地域創造教育の領域として，地域にお

ける学習のネットワークに支えられた「公論の場」の形成，地域調査学習，地域行動，協同活動と
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しての地域づくり実践，地域社会発展計画づくり，そして地域生渡学習計爾づくりの6つの領域を

提起しているが(2qこれらを相互豊穣的・螺旋的に展開することをとおして，地域における学習の

全体を「構造化J していくことが地域社会教育実践の主要な課題となるのである。

そこでは，このような地域における多様な協同活動と成人教育実践をより広い社会の中で，現段

階ではグローパルな視点をもって，まさに「グローカルJ に位置づけ・意味づけることができるよ

うな地域社会教育実践を含む。それは，これまで社会行動モデルの実践として理解されてきたもの

のパージョンアップということになるであろう。

以上のようにみてくるならば，社会的排除の問題に取り組む協同活動と地域社会教育実践は棺互

に関連した構造をもっており，それらの実践諸領域を相互規定的・相互登穣的に発展させるような

時空間を地域において創造していくことが主重要な意味をもってきていると言える。
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